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資料 8-6 維持管理計画資料 

資料 8-6-1 深浅測量計画案 

 

(1) 測量頻度 

深浅測量は、下図の如く、浚渫区間（約 5,500m）を 11 の区間（1 区間約 500m）に分けて、そ

れぞれの区間、測線間隔 20m 毎に浚渫出来形水深管理測量を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 A8.6.1(1)-1 深浅測量計画案 
 

(2) 測定点 

 各測線における測定点は、航路のり肩両端部、航路のり尻両端部、航路のり尻範囲内 3点の計

７点とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 A8.6.1(2)-1 測定点（断面図） 
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資料 8-6-2 維持浚渫範囲案 
 
本現地調査時の北港周辺海域の波浪、流れ、砂の動態及び 1999 年の深浅測量結果との比較か
ら北港拡張後及び航路浚渫後の砂の堆積予想を図 A8.6.2-1及び-2に示す。 
 
堆積予想域 ① 北港物揚場西側護岸基部周辺(物揚場西側隅角部) 
      ② 同ランプウェイ付近(物揚場西側隅角部) 
      ③ 同物揚場基部付近(物揚場西側隅角部) 

④ サンドトラップ部(DL-2.5m までの深堀部分：1999 年の深浅測量結果との比較
の結果明確な堆砂が認められた。) 

 
ただし、堆積土量、堆積速度等は地形変化に関する経年変化のデータがないため、現時点での

予測は困難である。今後、パラオ国側の継続的な深浅測量が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 A8.6.2-1 北港拡張後の堆砂想定箇所図 
 
 
 
 

図 A8.6.2-1 北港拡張後の堆砂想定箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 A8.6.2-2 航路浚渫後の堆砂想定箇所(④サンドトラップ部) 
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漂砂トラップでの捕捉 

期間５年程度で約 50cm程度の捕捉 

トラップ浚渫：航路標識 R24 長さ=80m 

トラップ浚渫：航路標識 R20 長さ=40m

トラップ浚渫：航路標識 R16 長さ=180m

トラップ浚渫：航路標識 R10 長さ=80m 

トラップ浚渫：航路標識 R18 長さ=110m 

トラップ浚渫：航路標識 R22 長さ=40m 

トラップ浚渫：応急岸壁付近 長さ=80m 
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